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１ 公共下水道事業会計

　令和2年
　第1回市議会定例会　議案第１２号

　　令和2（ 2 0 2 0 ）年度　函館市公共下水道事業会計予算

　（総　　則）

第１条　令和2（2 0 2 0）年度公共下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。

 　茨　排 水 戸 数   1  1  7 , 8 5 4 戸　　　　　

 　芋　年 間 総 排 水 量    2 6 , 3 53 , 0 0 0 立方メートル

 　鰯　一 日 平 均 排 水 量    7  2 , 2 0 0 立方メートル

　 允　主要な建設改良事業　　 　 管 渠 事 業 　 　 下 水 管 渠 5 , 7 8 9 メートル　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 大 手 ポ ン プ 場　　　　　　　                           　　　　　　　 ポ ン プ 場 事 業      1式　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  電 気 計 装 設 備　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   汚 水 処 理 施 設　　　　　　　                           　　　　　　　 処 理 場 事 業  1式　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  ブロワ機械設備　　　　　　　

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

　第１款　下 水 道 事 業 収 益   8,081,194千円

　　第1項　営 業 収 益  5 , 8 5 6 , 8 3 8 千円

　　第2項　営 業 外 収 益  2 , 2 2 4 , 3 5 6 千円

支　　　　　　　　出
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　第１款　下 水 道 事 業 費 用  6,968,611千円

　　第1項　営 業 費 用  6 , 0 8 1 , 2 8 7 千円

　　第2項　営 業 外 費 用   8 7 9 , 3 2 4 千円

　　第3項　予　　 　　備　 　　　費  8 , 0  0  0 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資 

　本的支出額に対し不足する額  2,621, 403千円は，当年度分消費税及び地方消費税

　資本的収支調整額 128 ,  067千円， 当年度分損益勘定留保資金  1 , 481 , 959千円及び

　繰越利益剰余金処分額 1,011,377 千円で補てんするものとする｡)｡

収　　　　　　　　入

　第１款　資 本 的 収 入   3,627,294千円

　　第1項　企　　 　　業　　 　　債  2 , 6 3 6 , 9 0 0 千円

　　第2項　国 庫 補 助 金  2 9 9 , 3 0 0 千円

　　第3項　受 益 者 負 担 金  3 , 4 5 1 千円

　　第4項　他 会 計 負 担 金  6 7 1 , 7 3 3 千円

　　第5項　工 事 補 償 金  5 , 6 5 8 千円

　　第6項　長 期 貸 付 金 返 還 金  1 0 , 2 5 2 千円

支　　　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出   6,248,697千円
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　　第1項　建 設 改 良 費  1 , 9 8 4 , 7 0 0 千円

　　第2項　企 業 債 償 還 金  4 , 2 5 0 , 5 1 7 千円

　　第3項　長 期 貸 付 金  1  3 , 4 8 0 千円

　（企　業　債）

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと

　定める。

　　起 債 の 目 的　　 管渠事業費，ポンプ場事業費，処理場事業費，特定環境事業費，流域下

　　　　　　　　　　　 水道事業費，資本費平準化債および下水道事業債（特別措置分）

　　限　　度　　額　 　2 , 636 , 900 千円

　　起 債 の 方 法　 　 普通貸借

　　利　　　　　率　 　5.0％以内

　　償 還 の 方 法　　 40 年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし，償還期日及

　　　　　　　　　　　 び据置期間は借入先と協定するものとし， 繰上償還又は償還期限短縮，

　　　　　　　　　　 　もしくは低利債借替えをすることができる。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は，2,700,000 千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおり

　と定める。
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　茨　第１款下水道事業費用のうち，第１項営業費用と第２項営業外費用 

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これら以外の経費の

　金額に流用し，又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，

　議会の議決を経なければならない。

　茨　職　員　給　与　費    4 8 9 , 4 7 9 千円

　芋　交　　　際　　　費   3 5 千円

　（利益剰余金の処分）

第９条　繰越利益剰余金のうち1,        011,   377 千円は， 次のとおり処分するものと定める。

　茨　資　　　本　　　金   1 , 0 1 1 ,  3 7 7 千円

　　令和  2年2月 2 6     日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　函館市長　　工　藤　壽　樹
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